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滋 賀 の 森 林 を 健 全 な 姿 で
●琵琶湖の重要な水源である滋賀の森林は・・・

●滋賀の森林づくりの展開は・・・

琵琶湖森林づくり条例 平成16年４月施行、令和２年12月改正

琵琶湖森林づくり基本計画 第１期　平成17年度（2005年度）～ 令和 ２ 年度（2020年度）
第２期　令和 ３ 年度（2021年度）～ 令和12年度（2030年度）

本県で展開する森林づくり



2022年度琵琶湖森林づくり事業の予算について

①健康な森林をつくる
579,699千円

環境林整備事業 【357ha】
農地漁場水源確保森林整備事業

【400haの除間伐、48kmの路網整備】
森林環境の調査研究
森林動物対策事業
水源林保全対策事業

⑤森林の大切さをPR
41,335千円

協働の森づくりの啓発事業
「びわ湖水源のもりづくり月間」の活動
第72回全国植樹祭の開催

⑥みんなで森づくり
10,051千円

森林・山村多面的機能発揮対策事業
森の恵み活用促進事業

⑧森林環境学習
118,758千円

森林環境学習「やまのこ」事業
幼児里山保育推進事業

⑦木の良さを活かす
160,129千円

木の香る淡海の家推進事業
【住宅等へのびわ湖材利用】
びわ湖材利用促進事業

【木製品利用促進、木造施設整備】
森の資源研究開発事業

「びわ湖材」産地証明事業
木育推進事業
未利用材利活用促進事業

「やまの健康」まちの森林づくり事業
木質バイオマス地域循環促進事業

②次世代の森林づくり
11,850千円

しがの次世代の森整備調査研究事業
次世代森林育成対策事業

【再造林と獣害対策支援13ha】
びわ湖カーボンクレジットによる
森林づくり推進事業

③間伐材の利用
44,044千円

地球温暖化防止対策県産材供給
支援事業 【34千㎥】
間伐材搬出対策事業

【500mの路網整備、５事業体の
機械化促進】

④災害に強い森林づくり
40,990千円

風倒木被害対策事業 【３ha】
里山防災・緩衝帯整備事業 【35ha】

琵琶湖森林づくりガイド
滋賀県　琵琶湖環境部　森林政策課
〒５２０－８５７７　大津市京町四丁目１－１
TEL．077-528-3914　FAX．077-528-4886
e-mail：dj00@pref.shiga.lg.jp

1,006,856千円
（うち県民税は
810,516千円） ❶
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みんなで森づくり

森林管理を行うとともに、高い
水源涵

かんよう

養機能を有した森林を作
るための調査研究や水源林の保
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し

活動を行っています。

森林資源の循
じゅん
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利用（植える→
育てる→使う→植える）を進
め、森林整備と将来にわたる
木材の利用を確保し、地球温
暖化の防止にも貢

こうけん

献します。

滋賀県でとれた「びわ湖材」を、
住宅や公共建築物や家具など
に積極的に活用しています。

木の良さを活かす

里山を整備

琵琶湖の
水源林を守る

木育や森林環
かん
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こ」、林業体験などを通じて、
森林を守る大切さへの理解を
促
うなが

します。
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境
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学習

未 来 へ 引 き 継 ぐ た め に！

琵琶湖森林づくり県民税のしくみ

資源の
循環利用

琵琶湖森林づくり県民税の使い道



1 陽光差し込む健康な森林づくり事業

１ 環境林整備事業

森林所有者の皆様へ・・・環境を重視した森林づくり

2 次世代の森創生事業適切な森林管理等を行うことで、生物多様性が保たれ、
災害に強い健全な森林づくりを目指します。

※ 窓口：自然環境保全課

▲整備されている森林

林床植生の衰退状況

①水源涵養機能維持

流木漂着状況

▲Ｊ-クレジット制度について

②流木・流出土砂対策

森林の適切な更新

③持続的な資源利用

手入れが進まない人工林 環境林※２

▲間伐作業の様子

▲水源林保全巡視員による巡視

▲木材流通センター

▲少花粉スギ
「近江さわやかスギ」

▲トチノキの巨木▲ブナの巨木

▲土壌流出防止施設事例

▲山頂付近のシカ

▲下層植生が衰退した森林

▲ニホンジカ

琵琶湖の保全・再生の視点に立ち、水源涵養等の多面的機能の持続的発揮に向けた、
新たな世代の森林づくりを行います。

かん

琵琶湖の保全・再生に資する森林づくりの３つの視点

　森林所有者の手による森林整備の実施が困難な森林について、水源涵養機
能や災害防止など、多面的機能の高い「環境林」に誘導します。
　●事業主体：森林組合等
　●補助率：10/10
　　（作業種により上限あり）

２ 農地漁場水源確保森林整備事業
　農業用水の安定確保や、漁場環境の改善が求められる特定の区域に
おいて、間伐等の森林整備を実施します。
　●事業主体：森林組合等（森林経営計画の認定が必要です）
　●補助率：補助造林事業で定める作業種毎の補助率

３ 森林環境の調査研究
　研究機関等と連携し、環境保全のための森林づくりのあり方に関す
る調査、研究を行います。
　●事業主体：県

４ 水源林保全対策事業
　森林の水源涵養機能の維持増進に重点を置いた施策を実施します。
①水源林保全巡視員の配置　●事業主体：県

　水源林保全巡視員等による治山施設の保全状況や森林被害の実
態等の調査を実施します。

②地域水源林保全活動支援事業
　地域の生産森林組合や地縁団体による水源林の巡視活動を支援し
ます。

　●事業主体：生産森林組合、地域団体
　●補助率：定額（上限あり）
③下層植生回復モデル事業　●事業主体：県

　シカによる食害により衰退した植生の回復を図るため、モデル的
かつ広域的な獣害防止柵や土壌流出防止施設の設置等を行います。

５ 森林動物対策事業
　二ホンジカの捕獲や森林動物の生息動向調査等を実施します。
①湖国の森林と自然を守るニホンジカ特別対策事業
　●事業主体：市町、協議会、狩猟団体
　　市町等が実施するシカの有害捕獲に対し支援します。
②指定管理鳥獣捕獲等事業　●事業主体：県
　　捕獲条件の悪い高標高域や奥山等で捕獲を実施します。
③森林動物行動圏等調査　●事業主体：県
　　シカ等の管理を進めるため、生息動向調査等を実施します。

※ 窓口：自然環境保全課６ 山を活かす巨樹・巨木の森保全事業
　巨樹・巨木の森をはじめとする多様な自然生態系の保全を図ります。

市町・森林組合等・森林
所有者の協定※１、森林組
合等による整備の実施

除伐、間伐
森林作業道整備

農地の水源確保
漁場の環境改善

研究テーマ例
花粉の少ない森林づくり、森
林の更新に関する研究　など

市町と森林所有者等との協定に基づき実施される
巨樹・巨木の保全活動、周辺整備等を支援

★森林所有者の皆様へ
　今まで間伐材を搬出できなかった場所でも、施業の集約化とあわせて「間伐材等搬出道」と「高性能林業機械」を組み合わせれば、間伐材
の搬出が可能となる場合があります。裏面の問い合わせ窓口までご相談ください。

★森林所有者の皆様へ
　事業の趣旨をご理解の上、市町等と協定を締結してください。施業は
市町が実施します。

対象森林：森林経営計画が作成できないなど、
手入れが進まない人工林

※1 協　定：協定期間内の皆伐の禁止など
※2 環境林：様々な樹種が混交することで、多

面的な機能をより発揮する森林

※Ｊ-クレジット制度とは…
　省エネ設備の導入や再生可能エ
ネルギーの利用によるＣＯ２等の
排出削減量や吸収量を「クレジッ
ト」として国が認証する制度。
　認証されたクレジットは購入す
ることができ、カーボン・オフセッ
トなど様々な用途に利用できます。

１ しがの次世代の森整備調査研究事業
　森林の下層植生衰退度を調査し、水源涵養機能等への影響を
評価します。
　●事業主体：県

２ 次世代森林育成対策事業
　再造林とともに設置する獣害防止施設（獣害防止柵など）に
対して支援します。
　●事業主体：森林組合等
　●補助率：定額（上限20万円/ha）

３ びわ湖カーボンクレジットによる森林づくり推進事業
　県内の森林由来のＪ-クレジットの創出・活用に対して支援します。
　●事業主体：県、民間団体等
　●補助率：定額（上限20万円/団体）

4 災害に強い森林づくり事業 森林の防災・獣害防止機能を高め、地域住民等の
安心・安全な暮らしに貢献します

災害に強い森林づくり事業
　市町が行う森林整備を支援します。
①風倒木等被害対策事業
　道路等のライフライン沿いの予防的な危険木の除去、
樹種転換など
②里山防災・緩衝帯整備事業
　里山の防災機能強化や野生獣の生息防止を目的とし
た森林整備
　●事業主体：市町
　●補助率：定額
　　①1/2（上限200万円/ha）　
　　②定額

3 森林を育む間伐材利用促進事業 間伐材等を搬出・利用することで、地球温暖化防止に貢献します。

１ 地球温暖化防止対策県産材供給支援事業
　「木材を余すことなく利用するために、目的ごとに仕分けをす
る作業」に対して支援します。
　●事業主体：森林組合等
　●補助率：定額　（1,000円/㎥）

２ 間伐材等搬出対策事業
　機械化や路網整備を推進することにより、間伐材等の搬出利
用を促進します。
①間伐材等搬出道作設支援　②林業機械レンタル支援
　●事業主体：森林組合等
　●補助率：①定額（新設 14,000円/m　改良 10,000円/m）
　　　　　　②1/2

-

-

-

二酸化炭素
の固定

▲高性能林業機械

▲インフラ施設への倒木被害が
懸念される森林(イメージ）

▲予防的な伐採を行った状況（イメージ）

市町・森林所有者・
維持管理者の協定

森林整備等
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琵琶湖の保全・再生に資する森林づくりの３つの視点

　森林所有者の手による森林整備の実施が困難な森林について、水源涵養機
能や災害防止など、多面的機能の高い「環境林」に誘導します。
　●事業主体：森林組合等
　●補助率：10/10
　　（作業種により上限あり）

２ 農地漁場水源確保森林整備事業
　農業用水の安定確保や、漁場環境の改善が求められる特定の区域に
おいて、間伐等の森林整備を実施します。
　●事業主体：森林組合等（森林経営計画の認定が必要です）
　●補助率：補助造林事業で定める作業種毎の補助率

３ 森林環境の調査研究
　研究機関等と連携し、環境保全のための森林づくりのあり方に関す
る調査、研究を行います。
　●事業主体：県

４ 水源林保全対策事業
　森林の水源涵養機能の維持増進に重点を置いた施策を実施します。
①水源林保全巡視員の配置　●事業主体：県

　水源林保全巡視員等による治山施設の保全状況や森林被害の実
態等の調査を実施します。

②地域水源林保全活動支援事業
　地域の生産森林組合や地縁団体による水源林の巡視活動を支援し
ます。

　●事業主体：生産森林組合、地域団体
　●補助率：定額（上限あり）
③下層植生回復モデル事業　●事業主体：県

　シカによる食害により衰退した植生の回復を図るため、モデル的
かつ広域的な獣害防止柵や土壌流出防止施設の設置等を行います。

５ 森林動物対策事業
　二ホンジカの捕獲や森林動物の生息動向調査等を実施します。
①湖国の森林と自然を守るニホンジカ特別対策事業
　●事業主体：市町、協議会、狩猟団体
　　市町等が実施するシカの有害捕獲に対し支援します。
②指定管理鳥獣捕獲等事業　●事業主体：県
　　捕獲条件の悪い高標高域や奥山等で捕獲を実施します。
③森林動物行動圏等調査　●事業主体：県
　　シカ等の管理を進めるため、生息動向調査等を実施します。

※ 窓口：自然環境保全課６ 山を活かす巨樹・巨木の森保全事業
　巨樹・巨木の森をはじめとする多様な自然生態系の保全を図ります。

市町・森林組合等・森林
所有者の協定※１、森林組
合等による整備の実施

除伐、間伐
森林作業道整備

農地の水源確保
漁場の環境改善

研究テーマ例
花粉の少ない森林づくり、森
林の更新に関する研究　など

市町と森林所有者等との協定に基づき実施される
巨樹・巨木の保全活動、周辺整備等を支援

★森林所有者の皆様へ
　今まで間伐材を搬出できなかった場所でも、施業の集約化とあわせて「間伐材等搬出道」と「高性能林業機械」を組み合わせれば、間伐材
の搬出が可能となる場合があります。裏面の問い合わせ窓口までご相談ください。

★森林所有者の皆様へ
　事業の趣旨をご理解の上、市町等と協定を締結してください。施業は
市町が実施します。

対象森林：森林経営計画が作成できないなど、
手入れが進まない人工林

※1 協　定：協定期間内の皆伐の禁止など
※2 環境林：様々な樹種が混交することで、多

面的な機能をより発揮する森林

※Ｊ-クレジット制度とは…
　省エネ設備の導入や再生可能エ
ネルギーの利用によるＣＯ２等の
排出削減量や吸収量を「クレジッ
ト」として国が認証する制度。
　認証されたクレジットは購入す
ることができ、カーボン・オフセッ
トなど様々な用途に利用できます。

１ しがの次世代の森整備調査研究事業
　森林の下層植生衰退度を調査し、水源涵養機能等への影響を
評価します。
　●事業主体：県

２ 次世代森林育成対策事業
　再造林とともに設置する獣害防止施設（獣害防止柵など）に
対して支援します。
　●事業主体：森林組合等
　●補助率：定額（上限20万円/ha）

３ びわ湖カーボンクレジットによる森林づくり推進事業
　県内の森林由来のＪ-クレジットの創出・活用に対して支援します。
　●事業主体：県、民間団体等
　●補助率：定額（上限20万円/団体）

4 災害に強い森林づくり事業 森林の防災・獣害防止機能を高め、地域住民等の
安心・安全な暮らしに貢献します

災害に強い森林づくり事業
　市町が行う森林整備を支援します。
①風倒木等被害対策事業
　道路等のライフライン沿いの予防的な危険木の除去、
樹種転換など
②里山防災・緩衝帯整備事業
　里山の防災機能強化や野生獣の生息防止を目的とし
た森林整備
　●事業主体：市町
　●補助率：定額
　　①1/2（上限200万円/ha）　
　　②定額

3 森林を育む間伐材利用促進事業 間伐材等を搬出・利用することで、地球温暖化防止に貢献します。

１ 地球温暖化防止対策県産材供給支援事業
　「木材を余すことなく利用するために、目的ごとに仕分けをす
る作業」に対して支援します。
　●事業主体：森林組合等
　●補助率：定額　（1,000円/㎥）

２ 間伐材等搬出対策事業
　機械化や路網整備を推進することにより、間伐材等の搬出利
用を促進します。
①間伐材等搬出道作設支援　②林業機械レンタル支援
　●事業主体：森林組合等
　●補助率：①定額（新設 14,000円/m　改良 10,000円/m）
　　　　　　②1/2

-

-

-

二酸化炭素
の固定

▲高性能林業機械

▲インフラ施設への倒木被害が
懸念される森林(イメージ）

▲予防的な伐採を行った状況（イメージ）

市町・森林所有者・
維持管理者の協定

森林整備等



1 陽光差し込む健康な森林づくり事業

１ 環境林整備事業

森林所有者の皆様へ・・・環境を重視した森林づくり

2 次世代の森創生事業適切な森林管理等を行うことで、生物多様性が保たれ、
災害に強い健全な森林づくりを目指します。

※ 窓口：自然環境保全課

▲整備されている森林

林床植生の衰退状況

①水源涵養機能維持

流木漂着状況

▲Ｊ-クレジット制度について

②流木・流出土砂対策

森林の適切な更新

③持続的な資源利用

手入れが進まない人工林 環境林※２

▲間伐作業の様子

▲水源林保全巡視員による巡視

▲木材流通センター

▲少花粉スギ
「近江さわやかスギ」

▲トチノキの巨木▲ブナの巨木

▲土壌流出防止施設事例

▲山頂付近のシカ

▲下層植生が衰退した森林

▲ニホンジカ

琵琶湖の保全・再生の視点に立ち、水源涵養等の多面的機能の持続的発揮に向けた、
新たな世代の森林づくりを行います。

かん

琵琶湖の保全・再生に資する森林づくりの３つの視点

　森林所有者の手による森林整備の実施が困難な森林について、水源涵養機
能や災害防止など、多面的機能の高い「環境林」に誘導します。
　●事業主体：森林組合等
　●補助率：10/10
　　（作業種により上限あり）

２ 農地漁場水源確保森林整備事業
　農業用水の安定確保や、漁場環境の改善が求められる特定の区域に
おいて、間伐等の森林整備を実施します。
　●事業主体：森林組合等（森林経営計画の認定が必要です）
　●補助率：補助造林事業で定める作業種毎の補助率

３ 森林環境の調査研究
　研究機関等と連携し、環境保全のための森林づくりのあり方に関す
る調査、研究を行います。
　●事業主体：県

４ 水源林保全対策事業
　森林の水源涵養機能の維持増進に重点を置いた施策を実施します。
①水源林保全巡視員の配置　●事業主体：県

　水源林保全巡視員等による治山施設の保全状況や森林被害の実
態等の調査を実施します。

②地域水源林保全活動支援事業
　地域の生産森林組合や地縁団体による水源林の巡視活動を支援し
ます。

　●事業主体：生産森林組合、地域団体
　●補助率：定額（上限あり）
③下層植生回復モデル事業　●事業主体：県

　シカによる食害により衰退した植生の回復を図るため、モデル的
かつ広域的な獣害防止柵や土壌流出防止施設の設置等を行います。

５ 森林動物対策事業
　二ホンジカの捕獲や森林動物の生息動向調査等を実施します。
①湖国の森林と自然を守るニホンジカ特別対策事業
　●事業主体：市町、協議会、狩猟団体
　　市町等が実施するシカの有害捕獲に対し支援します。
②指定管理鳥獣捕獲等事業　●事業主体：県
　　捕獲条件の悪い高標高域や奥山等で捕獲を実施します。
③森林動物行動圏等調査　●事業主体：県
　　シカ等の管理を進めるため、生息動向調査等を実施します。

※ 窓口：自然環境保全課６ 山を活かす巨樹・巨木の森保全事業
　巨樹・巨木の森をはじめとする多様な自然生態系の保全を図ります。

市町・森林組合等・森林
所有者の協定※１、森林組
合等による整備の実施

除伐、間伐
森林作業道整備

農地の水源確保
漁場の環境改善

研究テーマ例
花粉の少ない森林づくり、森
林の更新に関する研究　など

市町と森林所有者等との協定に基づき実施される
巨樹・巨木の保全活動、周辺整備等を支援

★森林所有者の皆様へ
　今まで間伐材を搬出できなかった場所でも、施業の集約化とあわせて「間伐材等搬出道」と「高性能林業機械」を組み合わせれば、間伐材
の搬出が可能となる場合があります。裏面の問い合わせ窓口までご相談ください。

★森林所有者の皆様へ
　事業の趣旨をご理解の上、市町等と協定を締結してください。施業は
市町が実施します。

対象森林：森林経営計画が作成できないなど、
手入れが進まない人工林

※1 協　定：協定期間内の皆伐の禁止など
※2 環境林：様々な樹種が混交することで、多

面的な機能をより発揮する森林

※Ｊ-クレジット制度とは…
　省エネ設備の導入や再生可能エ
ネルギーの利用によるＣＯ２等の
排出削減量や吸収量を「クレジッ
ト」として国が認証する制度。
　認証されたクレジットは購入す
ることができ、カーボン・オフセッ
トなど様々な用途に利用できます。

１ しがの次世代の森整備調査研究事業
　森林の下層植生衰退度を調査し、水源涵養機能等への影響を
評価します。
　●事業主体：県

２ 次世代森林育成対策事業
　再造林とともに設置する獣害防止施設（獣害防止柵など）に
対して支援します。
　●事業主体：森林組合等
　●補助率：定額（上限20万円/ha）

３ びわ湖カーボンクレジットによる森林づくり推進事業
　県内の森林由来のＪ-クレジットの創出・活用に対して支援します。
　●事業主体：県、民間団体等
　●補助率：定額（上限20万円/団体）

4 災害に強い森林づくり事業 森林の防災・獣害防止機能を高め、地域住民等の
安心・安全な暮らしに貢献します

災害に強い森林づくり事業
　市町が行う森林整備を支援します。
①風倒木等被害対策事業
　道路等のライフライン沿いの予防的な危険木の除去、
樹種転換など
②里山防災・緩衝帯整備事業
　里山の防災機能強化や野生獣の生息防止を目的とし
た森林整備
　●事業主体：市町
　●補助率：定額
　　①1/2（上限200万円/ha）　
　　②定額

3 森林を育む間伐材利用促進事業 間伐材等を搬出・利用することで、地球温暖化防止に貢献します。

１ 地球温暖化防止対策県産材供給支援事業
　「木材を余すことなく利用するために、目的ごとに仕分けをす
る作業」に対して支援します。
　●事業主体：森林組合等
　●補助率：定額　（1,000円/㎥）

２ 間伐材等搬出対策事業
　機械化や路網整備を推進することにより、間伐材等の搬出利
用を促進します。
①間伐材等搬出道作設支援　②林業機械レンタル支援
　●事業主体：森林組合等
　●補助率：①定額（新設 14,000円/m　改良 10,000円/m）
　　　　　　②1/2
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二酸化炭素
の固定

▲高性能林業機械

▲インフラ施設への倒木被害が
懸念される森林(イメージ）

▲予防的な伐採を行った状況（イメージ）

市町・森林所有者・
維持管理者の協定

森林整備等

5 協働の森づくりの啓発事業

県民の皆様へ・・・県民協働による森林づくり

7 未来へつなぐ木の良さ体感事業

▲自然を活用した幼児教育・保育

木のぬくもりや良さを体感する機会を県民の皆さんに提供することで、
滋賀の風土にあった「びわ湖材」を積極的に使うことを普及啓発します。

県民が森林づくりに積極的に参画いただけるよう、地域の活動
団体による森林づくりや、農山村の活性化に向け支援します。

1 森林・山村多面的機能発揮対策事業
　森林所有者、地域住民等で構成される活動団体が、里山の保全、
森林資源の利活用などを行う際に、地域協議会を通じて支援します。
支援のメニューは次のとおり。
　①地域環境保全タイプ　②森林資源利用タイプ
　③サイドメニュー（①や②と組み合わせて実施します）
　●事業主体：地域住民等で構成される活動団体
　　（市町との協定が必要です）
　●補助率：定額

２ 「やまの健康」森の恵み活用促進事業
　森林所有者、地域住民等で構成される活動団体が、森林や農山村
の地域資源を活用し、持続的な生業を創出することに対し支援します。
　地域資源…木材だけでなく、きのこなどの特用林産物、空間利用を
含め、健康分野、観光分野など、多様な活用が想定されます。
●事業主体：県、地域住民等で構成される活動団体
●補助率：定額（上限50万円/団体）

★県民の皆様へ
　毎年10月1日は 「びわ湖水源のもりの日」
　　　10月は 「びわ湖水源のもりづくり月間」
　です。様々な活動が開催されます。
　ぜひご参加ください。

※協働の森づくり応援サイト「森づくりネット・し
が」もご覧ください。「森づくりネット・しが」
への登録団体を募集しています！

○全国植樹祭　６月５日（日）開催！
　例年春に天皇皇后両陛下の御臨席によるお手植
え・お手播きをはじめ、県内外からの多くの参加
者のもとで、記念植樹や各種行事などが行われる
国土緑化運動の中心的行事です。
　滋賀県では全国植樹祭の開催後も、そのレガ
シーとして、森林整備、林業の成長産業化、農山
村の活性化が一体となった「やまの健康」について、
都市との関係を深めながら、強力に推進していき
ます。

※森林・山村多面的機能発揮対策事業
【助成額の例】
①里山林景観を維持するための活動 16万円/ha、侵入竹

の伐採・除去活動 38万円/ha
②しいたけ原木として利用するための伐採 16万円/ha

※「やまの健康」とは…
　森林・林業・農山村を一体的に捉え、琵琶湖を取り巻く
森林･農地が適切に管理されるとともに、農山村の価値や
魅力に焦点を当て、地域資源を活かしたモノ･サービスなど
によって経済循環や都市や農山村との関わりをつくること
で、農山村が活性化している姿を目指すこと。

森づくりネット・しが

★県内で建設業を営んでいる大工さ
ん、工務店の皆様へ

　地域の木を使うことは、地域の森づく
りにつながります。ぜひご応募下さい。
詳しくは、滋賀県木材協会ホームペー
ジをご覧ください。

★木材業者・製材業者の皆様へ
　びわ湖材を取り扱うためには、審査を
受けていただく必要があります。認定
申請書を県産木材活用推進協議会にご
提出の上、審査を受けて下さい。

１ 木の香る淡海の家推進事業
　住宅新築時や耐震改修を行う際に、一定量以上の「びわ湖材」
の活用に対し支援します。
　●事業主体：県産木材活用促進協議会
　●補助率：定額
　　①住宅等の新築（50万円、40万円または30万円/戸を助成）
　　②既存住宅等の木質化改修 3,000円/㎡（上限20万円）
　　③木塀の設置5,000円/㎡（上限30万円）

２ びわ湖材利用促進事業

4 「びわ湖材」産地証明事業
　「びわ湖材」産地証明制度の普及等を図ります。
　①びわ湖材産地証明制度運営等への支援
　②ＪＡＳ等の品質認定の取得支援
　●事業主体：県、県産木材活用促進協議会、認定事業体
　●補助率：①定額　　②1/2以内

5 木育推進事業
　木製玩具等のレンタル、木育キャラバンといった木育の普及
啓発や、木育に取り組む仲間づくりを行う講座を開講します。
　●事業主体：県

7 「やまの健康」まちの森林づくり事業
　木育を推進するため、木育のビジネス化を図る取組などにつ
いて支援します。
　●事業主体：企業、民間団体など（審査会で採択された団体）
　●補助率：1/2以内（上限 150万円）

8 木質バイオマス地域循環促進事業
　搬出間伐施業後の木質バイオマスの資源量とその搬出効率を
調査・分析し、有効活用の手法等について検討します。
　●事業主体：県

6 未利用材利活用促進事業
　未利用材の搬出に対し支援し、びわ湖材の木質バイオマス利
用を促進します。
　●事業主体：森林組合等
　●補助率：定額（1,000円/ｔ）

　びわ湖材を用いた製品の公共スペースへの導入や、公共性の高い施設等の建築へのびわ湖材の利用につ
いて、支援します。
　●事業主体：県、市町、民間団体

※市町への補助は、先進的な技術や製品を用いたモデル的な木造公共施設整備に限ります。
　●補助率：①びわ湖材製品の導入：1/2以内（上限250万円、木の学習机については、学習机と椅子の
　　　　　　　セット　補助金上限額1組15,000円、学習机天板　補助金上限額　1枚5,000円）

　　　　②木造施設整備：2/3以内（材料購入費のみ対象、上限1,000万円、ただし内装木質化の割合が高い場合は上限500万円）

3 森の資源研究開発事業
　森林資源を利用した製品開発や森林空間を活用する研究開発などについて、支援します。
　●事業主体：企業、研究機関、民間団体など（審査会で採択された団体）
　●補助率：1/2以内（上限 100万円（複数年度300万円））

6 みんなの森づくり活動支援事業

8 森林環境学習事業 森林環境学習を進め、次代の森林を支える人材を育てます。

１ 森林環境学習「やまのこ」事業
　県内の小学校４年生を対象に学校教育の一環として、森林環境学習に取り組みます。
　●事業主体：県、市町、学校法人、国立大学法人等

2 幼児里山保育推進事業
　「森のようちえん」をはじめとする、自然を活用した幼児教育・保育について、一定
の基準を満たしたものを認定するとともに、森林での活動に対して支援します。
　●事業主体：幼稚園・保育所・認定こども園等で認定を受けた団体
　●補助率： 1/2以内（上限15万円）

▲びわ湖材を使用した住宅

▲びわ湖材を使用した福祉施設

▲木育活動の様子

▲森林環境学習「やまのこ」▲森林空間を活用したリンドウ栽培

　森林の価値や、琵琶湖森林づくり県民税の目的・使い道を県民の皆様に説
明するとともに、森林づくりへの参加を促し、森林づくりの意義や税制度への
理解と関心を高めます。
　●事業主体：県

「協働の森づくり」の情報発信

森林づくりへの参加機会を提供

琵琶湖森林づくりパートナー協定

滋賀県CO₂吸収量認証制度

▲協働の森づくり

▲カウントダウンイベントの様子

森林づくりへの理解
森林づくりへの参加の促進
税制度への理解

第72回全国植樹祭開催
・会場設営整備
・式典運営、参加者輸送
・サテライト会場、一般植樹会場運営
・記録誌等作成

「びわ湖材」とは・・・
産地証明された県産材
のことです。



5 協働の森づくりの啓発事業

県民の皆様へ・・・県民協働による森林づくり
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県民が森林づくりに積極的に参画いただけるよう、地域の活動
団体による森林づくりや、農山村の活性化に向け支援します。

1 森林・山村多面的機能発揮対策事業
　森林所有者、地域住民等で構成される活動団体が、里山の保全、
森林資源の利活用などを行う際に、地域協議会を通じて支援します。
支援のメニューは次のとおり。
　①地域環境保全タイプ　②森林資源利用タイプ
　③サイドメニュー（①や②と組み合わせて実施します）
　●事業主体：地域住民等で構成される活動団体
　　（市町との協定が必要です）
　●補助率：定額

２ 「やまの健康」森の恵み活用促進事業
　森林所有者、地域住民等で構成される活動団体が、森林や農山村
の地域資源を活用し、持続的な生業を創出することに対し支援します。
　地域資源…木材だけでなく、きのこなどの特用林産物、空間利用を
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※協働の森づくり応援サイト「森づくりネット・し
が」もご覧ください。「森づくりネット・しが」
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○全国植樹祭　６月５日（日）開催！
　例年春に天皇皇后両陛下の御臨席によるお手植
え・お手播きをはじめ、県内外からの多くの参加
者のもとで、記念植樹や各種行事などが行われる
国土緑化運動の中心的行事です。
　滋賀県では全国植樹祭の開催後も、そのレガ
シーとして、森林整備、林業の成長産業化、農山
村の活性化が一体となった「やまの健康」について、
都市との関係を深めながら、強力に推進していき
ます。

※森林・山村多面的機能発揮対策事業
【助成額の例】
①里山林景観を維持するための活動 16万円/ha、侵入竹

の伐採・除去活動 38万円/ha
②しいたけ原木として利用するための伐採 16万円/ha

※「やまの健康」とは…
　森林・林業・農山村を一体的に捉え、琵琶湖を取り巻く
森林･農地が適切に管理されるとともに、農山村の価値や
魅力に焦点を当て、地域資源を活かしたモノ･サービスなど
によって経済循環や都市や農山村との関わりをつくること
で、農山村が活性化している姿を目指すこと。

森づくりネット・しが

★県内で建設業を営んでいる大工さ
ん、工務店の皆様へ

　地域の木を使うことは、地域の森づく
りにつながります。ぜひご応募下さい。
詳しくは、滋賀県木材協会ホームペー
ジをご覧ください。
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　びわ湖材を取り扱うためには、審査を
受けていただく必要があります。認定
申請書を県産木材活用推進協議会にご
提出の上、審査を受けて下さい。

１ 木の香る淡海の家推進事業
　住宅新築時や耐震改修を行う際に、一定量以上の「びわ湖材」
の活用に対し支援します。
　●事業主体：県産木材活用促進協議会
　●補助率：定額
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　　③木塀の設置5,000円/㎡（上限30万円）

２ びわ湖材利用促進事業

4 「びわ湖材」産地証明事業
　「びわ湖材」産地証明制度の普及等を図ります。
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　●補助率： 1/2以内（上限15万円）
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2022年度琵琶湖森林づくり事業の予算について

①健康な森林をつくる
579,699千円

環境林整備事業 【357ha】
農地漁場水源確保森林整備事業

【400haの除間伐、48kmの路網整備】
森林環境の調査研究
森林動物対策事業
水源林保全対策事業

⑤森林の大切さをPR
41,335千円

協働の森づくりの啓発事業
「びわ湖水源のもりづくり月間」の活動
第72回全国植樹祭の開催

⑥みんなで森づくり
10,051千円

森林・山村多面的機能発揮対策事業
森の恵み活用促進事業

⑧森林環境学習
118,758千円

森林環境学習「やまのこ」事業
幼児里山保育推進事業

⑦木の良さを活かす
160,129千円

木の香る淡海の家推進事業
【住宅等へのびわ湖材利用】
びわ湖材利用促進事業

【木製品利用促進、木造施設整備】
森の資源研究開発事業

「びわ湖材」産地証明事業
木育推進事業
未利用材利活用促進事業

「やまの健康」まちの森林づくり事業
木質バイオマス地域循環促進事業

②次世代の森林づくり
11,850千円

しがの次世代の森整備調査研究事業
次世代森林育成対策事業

【再造林と獣害対策支援13ha】
びわ湖カーボンクレジットによる
森林づくり推進事業

③間伐材の利用
44,044千円

地球温暖化防止対策県産材供給
支援事業 【34千㎥】
間伐材搬出対策事業

【500mの路網整備、５事業体の
機械化促進】

④災害に強い森林づくり
40,990千円

風倒木被害対策事業 【３ha】
里山防災・緩衝帯整備事業 【35ha】

琵琶湖森林づくりガイド
滋賀県　琵琶湖環境部　森林政策課
〒５２０－８５７７　大津市京町四丁目１－１
TEL．077-528-3914　FAX．077-528-4886
e-mail：dj00@pref.shiga.lg.jp

1,006,856千円
（うち県民税は
810,516千円） ❶
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